
 

臨床実習実施要領 

 

 

（目 的） 

第１条 産業動物臨床実習を希望する獣医学生及び獣医師を受入れ、実習を通じ

て産業動物臨床の役割、魅力及び家畜診療センターの業務実態を理解させ、産

業動物臨床獣医師確保に資することを目的とする。 

 

（臨床実習対象者） 

第２条 獣医系大学の獣医学生及び獣医師で、臨床実習を希望する者とする。（以

下、臨床実習生という。） 

 

（臨床実習内容） 

第３条 家畜診療センター獣医師の指導のもと、家畜診療等業務に同行し日常診

療業務を体験させるとともに、家畜共済事業への理解を深める。 

 

（臨床実習時期及び期間） 

第４条 臨床実習生の希望する期間で、なおかつ当該家畜診療センターが受け入

れ可能な期間とする。 

 

（臨床実習の申込みと受入れの手続き、傷害保険への加入） 

第５条 実習を希望する者は、家畜診療課と協議し臨床実習が受入可能な場合は、

様式１「臨床実習申込書」、様式２「誓約書」、「傷害保険等加入証明書」（様

式任意）を実習開始日の前までに組合に提出する。 

２ 臨床実習受入について組合長の決裁を受けた後、様式３により、臨床実習生

に通知する。 

 

（臨床実習に要する経費） 

第６条 臨床実習に要する旅費、宿泊費は予算内において組合が負担するもの

とする。その他の経費については臨床実習生の負担とする。 

２ 旅費の起算は、大学所在地または帰省地等のどちらか近い地点とする。 

（臨床実習期間中の事故） 

第７条 臨床実習期間中の自動車事故、その他の不慮の事故について本組合はそ

の発生防止に努めるものとするが、万一事故が発生した場合はその責を負わな

いものとする。 

 



（臨床実習生の遵守すべき事項） 

第８条 臨床実習生の都合による臨床実習の中止、家畜診療センター及び実習期

間の変更は原則として認めない。 

２ 白衣、長靴、聴診器、その他日常衣服、印鑑、日用品程度は携行すること。

ただし、家畜衛生上の理由で携行を制限する場合は、本組合で往診同行に必

要なものを準備する。 

３ 臨床実習生が故意又は重大な過失により施設、器具類等を破損した場合は、

臨床実習生が弁済の責を負うものとする。 

４ 臨床実習生は指導獣医師等の指示に従い規律ある行動をとるものとし、規

律が乱れる時は臨床実習を中止させることができる。 

 ５ 臨床実習日前の10日間以内に海外から帰国した獣医学生の臨床実習への参加

は原則として認めない。 

 

（臨床実習終了後） 

第９条 臨床実習を終了した者は、様式４のアンケートに記入の上、当該家畜

診療センター所長に提出するものとする。 

 

 

 

附 則 

 

第１０条 この要領は、平成３１年４月１日から実施する。 

 

 

 

 



  

[様式１] 

令和  年  月  日 

 

 福島県農業共済組合長 様 

 

 

氏 名              ○印 

 

 

臨 床 実 習 申 込 書 

 

このことについて、下記により実習を受けさせていただきたく申し込みます。 

なお、実習中の交通事故、不慮の事故等につきましては、別添誓約書のとおり

貴組合にはご迷惑をおかけいたしません。 

 

記 

 

１ 臨床実習生              

   氏 名             

  年 齢    歳  本籍地       

   〒      現住所                        

   携帯電話番号                   

 

２ 臨床実習希望期間 

①  令和  年  月  日から令和  年  月  日まで  日間 

②  令和  年  月  日から令和  年  月  日まで  日間 

 

３ 臨床実習希望家畜診療センター 

①       家畜診療センター 

②       家畜診療センター 

 

４ 緊急連絡先 

   氏 名           

   本人との続柄           

   携帯電話番号                



[様式２] 

 

 

誓   約   書 

 

「臨床実習実施要領」に基づいて臨床実習を行うに当たり、特に下記事項につ

いて連帯保証人とともに誓約いたします。 

 

記 

 

１ 貴組合獣医職員の指示に従って、規律ある行動をとります。もしこれに違背

した時は、臨床実習を中止されても異議はありません。 

 

２ 臨床実習期間中に被った一切の事故（自動車事故を含む）に係る損害につい

てはすべて私共の負担とし、貴組合には一切迷惑をかけません。 

 

３ 臨床実習生が故意または過失により施設、器具類等を破損した場合は、臨床

実習生が弁済いたします。 

 

４ 臨床実習で知り得た診療センターの事務上の機密に属する事項及び個人情報

については、臨床実習期間中及び臨床実習終了後においても一切これを漏えい

しません。 

 

令和  年  月  日 

 

福島県農業共済組合長 様 

 

臨床実習生 住所 

  氏名             ○印 

 

連帯保証人 住所 

 氏名             ○印 

 

 

 


